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令和６年１月９日（火） 
発行　  No.　 ９

学校教育目標　 自ら学び　 心豊かに　 たくましく生きる児童の育成 

「○すすんで学ぶ子　 ○思いやりのある子　 ○体力のある子」 
 

開校記念日に想う 

 

 

校長 新井 章弘 

　新年、明けましておめでとうございます。 

　令和６年（2024年）がはじまりました。保護者の皆様、地域の皆様におかれましては、
初春をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

　令和５年は、新型コロナ５類移行に伴い、運動会や授業参観には、多くの皆様にご来校
いただきました。一方、インフルエンザなどの感染症が通常とは異なる季節に流行し、学
校閉鎖や学年閉鎖などの措置をとらせていただきました。保護者や地域の皆様にご協力い
ただいたこと、改めて感謝申し上げます。 

 

　さて、１月１２日は原谷小学校の開校記念日です。この日を迎えるにあたり、1985年に
発行された「開校百年」という文献をもとに、本校の歴史を紹介いたします。 

　原谷小学校は、明治１９年（1886年）
４月に大野原村と黒谷村の合併に伴い、
旭尋常小学校として開設されたことを起
源としています。その後、明治４１年１
月１２日に新校舎落成記念式典が挙行さ
れ、その日以来、１月１２日を本校の開
校記念日としています。 

　右の写真は、昭和５９年（1984年）に
撮影された「開校百年を祝う児童の人文
字」です。校舎も一世代前のもので、屋
外にプールがあります。保護者や地域の
皆様の中には、この人文字に参加された
方もいらっしゃることでしょう。 

　文献を紐解き、原谷小学校の歴史と伝
統を感じ、多くの方のご尽力のおかげで
現在の原谷小学校があることを実感しま
した。 

　原谷小の子供たちが、ふるさとに貢献
したい気持ちを育むとともに、安心して
勉強や運動に取り組んでいけるように、
教職員一同、指導して参ります。 

　本年も引き続きご支援・ご協力お願いいたします。 

開校百年を祝う児童の人文字（1984年）

 

 １・２月の行事予定 
９ 火 始業式　 Ｂ３日課11:3５一斉下校 ２９ 月 読み聞かせ(５・６年、ひまわり３・４)

１０ 水 通常日課・給食開始　 書きぞめ競書会　 3０ 火 ブックトーク（２の２）
委員会活動 3１ 水 体育朝会　 ６年薬物乱用防止教室

１１ 木 書きぞめ競書会　 身体測定（4・5・6年） 2/１ 木 Ａ５　 １年授業参観・懇談会
１２ 金 開校記念日 身体測定（１・２・３年、ひまわり） ２ 金 ６年授業参観・懇談会
１５ 月 読み聞かせ（１・２年、ひまわり１） ６ 火 Ａ５　 ２年授業参観・懇談会
１７ 水 縦割り班遊び　 クラブ活動 ７ 水 秩父第一中学校入学説明会

校内書きぞめ展15:40～16:40 ８ 木 Ａ５　 ４年授業参観・懇談会
１８ 木 校内書きぞめ展15:40～16:40 ９ 金 ５年授業参観・懇談会
１9 金 校内書きぞめ展15:00～16:30 11 日 建国記念の日
２２ 月 読み聞かせ(３・４年、ひまわり２・５) １２ 月 振替休日
２３ 火 ブックトーク（３の３） １３ 火 Ａ５　 ３年授業参観・懇談会
２４ 水 全校朝会　給食感謝の会　 避難訓練 １４ 水 委員会活動
２６ 金 入学説明会（1・２年3時間・給食後12:50下校、 ２１ 水 クラブ活動（3年見学あり）

3～6年5時間14:50下校） ２２ 木 6年生を送る会
ブックトーク（４の２、２の３） ２３ 金 天皇誕生日

※　 １月の給食費引き落とし日は１月３１日（水）です。残額確認をお願いします。

 校内書きぞめ展のお知らせ     
　 お子さまが、練習を積んで書いた作品をぜひご覧ください。 
 
○日　 時  　 令和６年１月1７日（水） 1５:４0～16:4０ 

  　 　 　 　 　  １８日（木） 1５:４0～16:4０ 

  　 　 　 　  　 1９日（金） 1５:00～16:30 
○場　 所  各教室前廊下 
○その他  ＊車で来校の方は、職員駐車場へお願いします。 

  （公民館・プール駐車場使用不可） 
 ＊児童用昇降口から入り、保護者用靴箱をお使いください。上履きをご持参 
　  ください。 
 ＊写真撮影および作品へ触れる行為はお控えください。

  【厚労省より】「咳エチケット」のご協力をお願いします   
　 新型コロナウイルスやインフルエンザなど感染症対策の基本は「手洗い」や「マスク着用を
含む咳エチケット」です。くしゃみや咳が出るときには、ほかの人にうつさないために咳エチケッ
トを心がけましょう。　 （厚生労働省「咳エチケットに関するリーフレット」より） 


